
 

那須塩原市社会福祉協議会地域福祉活動補助金 

ボランティア活動振興事業実施要領 

１ 目   的 
 那須塩原市地域福祉計画の基本理念「ともに助け合い支え合い心豊かに安心して暮らせる那須塩原市を
めざして」のもとに、ボランティア団体が主体的に実施する事業等に対して補助することにより、ボラン
ティア活動を支援し、さらなる活動の活性化を目指すとともに、地域の連携と協力体制を構築し地域の福
祉課題等の解決を図ることを目的とする。 

２ 補助事業者 
ボランティア団体（活動拠点が那須塩原市内にあるボランティア活動を主目的とする団体で、活動実績

が２年以上ある団体） 

３ 補助対象事業内容及び補助率 

区分 事業の内容 補助率 備  考 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
振
興
事
業 

➀ ボランティア活動に必要な備品の購入費用 

（個人の備品となるようなものは除く） ８／１０ 上限 100,000円以内 

➁ 地域（自治会、福祉部、地区社協など）と協働で行う福祉を

目的とした事業 

５／１０ 上限 30,000円以内 

➂ 他のボランティア団体及び福祉的団体などと協働で行う福祉

を目的とした事業 

➃ 会員研修事業 

（福祉を目的とした活動の充実を図るため、会員の知識・技術の向

上のために行われる研修の費用） 

➄ 上記➁～➃の事業の目的を達成するために使用する車両（バ

ス、レンタカー、タクシーなど）に関わる費用 １０／１０ 上限 50,000円以内 

➅ 記念事業 

（福祉を目的とする広く市民を対象とした講演、講座、式典などの

費用） 

５／１０ 上限 30,000円以内 

➆ その他、社会福祉協議会が認める費用 

（那須塩原市社会福祉協議会ボランティアセンターに当該年度

の４月１日時点で２年以上登録している団体の運営に必要である

と社会福祉協議会会長が認める費用） 

１０／１０ 上限 10,000円以内 

※国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けている事業、または他の民間機関（財団）等から助成を受けて

いる事業は除く。また、主たる目的が宗教、政治、選挙に関するものは対象外とする。 

※対象となる事業の経費のうち、人件費への支出及び事業に直接関係のない費用への支出は対象外とする。 
※①の１年度間における一つの補助事業者への補助金交付限度額は 100,000円とする。 

※➄の申請にあたっては、行程表を添付の上、➁～➃の申請とあわせて申請するものとする。ただし、当該

事業の中に会員の交流（観光、申請団体に直接関係ないと思われる研修）等が含まれている場合には➄の

対象とならない場合があるため、申請前に申し出を要するものとする。なお、利用回数は一つの補助事業

者につき原則年１回とする。 

※➆の補助事業者については、活動拠点が那須塩原市外の団体及び活動の範囲が特定の地域を対象としてい

る団体は対象外とする。 

４ 補助対象金額 
対象となる事業の経費に、事業ごとの補助率を乗じた金額で上限額の範囲内（千円未満は切り捨て）。 

 



５ 申請書の提出期限 
申請は、年間をとおして受け付ける。ただし、補助対象事業の内容が上記の➁～➅である場合には、

当該事業実施日の３０日前までとする。 
また、上記の➆である場合には、原則、５月３１日（水）までとする。なお、その際には、補助事業

者の当該年度の総会資料等を添付するものとする。 
 
６ その他 

この補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。 

 


